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第 10 回

熊本県議会 新幹線及び高速交通対策特別委員会会議記録

平成21年3月13日（金曜日）

午前10時１分開議

午前10時48分休憩

午前10時55分再開

午後零時４分閉会

本日の会議に付した事件

(1) 九州新幹線鹿児島ルートに関する件

(2) 高速交通体系に関する件

(3) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて

(4) その他

出席委員（15人）

委 員 長 早 川 英 明

副委員長 中 村 博 生

委 員 山 本 秀 久

委 員 倉 重 剛

委 員 竹 口 博 己

委 員 渡 辺 利 男

委 員 小 杉 直

委 員 大 西 一 史

委 員 鎌 田 聡

委 員 九 谷 弘 一

委 員 守 田 憲 史

委 員 小早川 宗 弘

委 員 西 聖 一

委 員 早 田 順 一

委 員 上 田 泰 弘

欠席委員（１人）

委 員 田 代 国 広

委員外議員 （なし）

説明のため出席した者

地域振興部

部 長 小 宮 義 之

次 長 松 見 辰 彦

政策調整審議員兼

地域政策課課長補佐 坂 本 孝 広

政策審議員兼

熊本都市圏振興室長 内 田 一 成

交通対策総室長 髙 田 公 生

交通対策総室副総室長 古 森 誠 也

商工観光労働部

観光物産総室長 梅 本 茂

観光物産総室副総室長 松 岡 岩 夫

土木部

部 長 松 永 卓

首席土木審議員兼

道路整備課長 戸 塚 誠 司

都市計画課長 船 原 幸 信

新幹線都市整備課長 佐 藤 國 一

警察本部

交通部長 北 里 幸 則

交通規制課長 田 上 隆 章

事務局職員出席者

政務調査課課長補佐 後 藤 勝 雄

議事課課長補佐 徳 永 和 彦

午前10時１分開会

、 、○早川英明委員長 それでは ただいまから

第10回の新幹線及び高速交通対策特別委員会

を開催します。

本日の委員会に６名の傍聴申し込みがあり

ましたので、これを許可したいというふうに

存じます。

さて、２月の３日から５日にかけて委員会

視察を実施しましたが、御参加をいただきま

した委員の先生方、そしてまた執行部の皆さ

ん方、お疲れさまでございました。視察の成

果を委員会審議に十分生かしていきたいとい
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うふうに思っておりますので、よろしくお願

いを申し上げます。

それでは、審議に入ります。

まず、執行部を代表して、小宮地域振興部

長からあいさつ並びに概要説明をお願いしま

す。

着座のまま結構です。

○小宮地域振興部長 早川委員長、中村副委

員長を初め委員の皆様方におかれましては、

付託案件に関しまして熱心に御審議をいただ

きまして、厚く御礼申し上げます。

また、委員の皆様におかれましては、先月

の新幹線の整備状況及び新規航空路線開拓の

ための管外視察につきまして大変お世話にな

りました。現地で得られた情報を生かす等頑

張ってまいりますので、今後ともよろしく御

指導のほどをお願い申し上げます。

それでは、お許しをいただきまして、着座

して御説明申し上げます。

付託案件の概要について御説明申し上げま

す。

まず、九州新幹線鹿児島ルートの事業費に

ついてでございます。

国の平成20年度第２次補正予算におきまし

て、整備新幹線整備事業費として全体で195

億円が盛り込まれており、そのうち鹿児島ル

ートに104億円、熊本県分としては30億円が

配分されております。

また、平成21年度の九州新幹線鹿児島ルー

トの事業費につきましては、主要な工事を平

成21年度で終了する必要があることから、政

府原案では、昨年度当初の1,270億円を上回

る1,600億円が確保され、本県分へは756億円

が配分される予定となっております。

さて、整備新幹線事業費の増額における地

方負担の問題が昨今報道されているところで

ございます。九州新幹線鹿児島ルートについ

ての増加額については約790億円といわれて

いるところでございます。厳しい財政状況の

もとできる限り負担が軽減されるよう、福岡

県、佐賀県等とも連携して、国に対して働き

かけていきたいと考えております。

九州新幹線を活用した熊本づくりにつきま

しては、新幹線元年戦略に基づき、民間の方

々から成る新幹線元年委員会を組織し、新幹

線元年戦略の具現化に向けて取り組みを進め

ています。特に、開業記念事業である新幹線

元年事業については 「くまもとの食と文化、

でおもてなし」をテーマに、各地域推進本部

と連携しながら県下全域で展開していくこと

が確認されました。現在、基本計画の策定に

向けて県民や団体等からアイデアを募集する

など、県民総参加で取り組んでおります。

また、ＫＡＮＳＡＩ戦略につきましては、

くまもとブランドの発信に向けて、初めての

ＰＲブックやポスターを活用した広報を展開

しております。さらに、今月18日から24日ま

では、岡山市内で初めての「くまもとブラン

ド展」を開催いたします。こうした取り組み

を積み重ねながら、関西地域へのＰＲ活動を

さらに強化してまいりたいと考えておりま

す。

次に、新幹線を活用した観光振興に関しま

しては、12月県議会において承認いただきま

した条例に基づき、先般「ようこそくまもと

観光立県推進計画」を策定し、加えて12月１

日からは観光キャンペーン「ゆったり“くま

もと”温泉紀行」を展開して、本県が誇る温

泉や食、歴史遺産などの熊本の魅力を、関西

を中心に広く発信しているところでございま

す。

続きまして、高速交通体系に関する件でご

ざいます。

最近の航空路線をめぐっては、昨年夏場以

降、急速な経済情勢の悪化に伴う航空需要の

減退が顕著となり、阿蘇くまもと空港におき

ましても、国内及び国際路線のいずれの旅客

数も減少するなど非常に厳しい状況となって

おります。特に、熊本－ソウル線は、急激な
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ウォン安を背景に、昨年秋以降、外国人特に

韓国人利用客が激減し、一時は運休になるこ

とも危ぶまれる状況となりましたが、円高を

ＰＲした利用促進対策の効果もあり、日本人

利用客が急増したため、現行運航体制の維持

が図られることとなりました。

当面は厳しい状況が続くと予想されます

が、阿蘇くまもと空港が本県の経済的発展を

支えかつ牽引する核の一つとなるよう、さら

なる路線振興を初め空港の拠点性及び利便性

向上に向けて、しっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

以上、各案件につきまして概要を御説明申

し上げましたが、詳しくは総室長及び各課長

から御説明申し上げますので、よろしく御審

議のほどをお願い申し上げます。

○早川英明委員長 それでは、議題（１）に

ついて執行部から事業概要の説明を受け、そ

の後質疑を受けたいと思います。

説明に当たりましては、可能な限り簡潔に

お願いをしたいというふうに思います。

説明は着座のままで結構でございます。

それでは、交通対策総室長から順次説明を

お願いします。

○髙田交通対策総室長 交通対策総室の髙田

でございます。

お手元の特別委員会資料に基づきまして説

明申し上げます。

前回の委員会資料からの変更点を中心に、

説明させていただきたいと思います。

まず、九州新幹線鹿児島ルートに関する件

についてでございます。

お手元の資料１ページ目から３ページまで

は、変更点はございません。

４ページ目をお開きください。

平成20年度の予定及び実績ということで、

平成20年度の第２次補正予算におきまして、

整備新幹線事業費全体で195億円、鹿児島ル

ートの熊本県分で30億円が配分されたところ

でございます。

平成21年度の予算の確保ということで、鹿

児島ルートには1,600億円が配分される予定

となっております。熊本県分につきましては

平成21年度は756億円が配分される予定とな

っております。

続きまして、６ページをお開き下さい。

九州新幹線建設促進期成会などにおける要

望といたしまして、今年の１月27日に九州新

幹線建設促進期成会意見交換会ということ

で、沿線４県、当県からも知事に出席いただ

いております。駅設置の市長、ＪＲ九州の社

長などの代表者で意見交換を行っておりま

す。

続きまして、７ページにおきましては、本

県の財政負担ということでございますが、前

回からの時点修正ということで、数字を更新

しております。

以上でございます。

○佐藤新幹線都市整備課長 資料の８ページ

をお願いいたします。

（３）の新幹線鹿児島ルート事業の進捗状

況についてでございます。

平成20年度の政府予算におきまして、県内

事業費に30億円の補正予算がつき、これによ

り県内事業費は575億円となりました。この

結果、博多－新八代間における本県内の事業

費ベースの進捗率は79％となる予定でござい

ます。

真ん中の博多－新八代間の進捗状況でござ

いますが、用地につきましては99.9％、それ

で残件は２件となっております。この２件に

つきましても、平成20年度末までには確保で

きる見込みでございます。

次の県内の土木工事等の完成率でございま

すが、土木工事の完成率が97％、軌道工事に

ついては40％の完成率となっております。

９ページをお願いいたします。
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県内工事の状況についてでございますが、

トンネルについてはすべて完成しておりま

す。また、高架工事についても平成20年度中

にはおおむね完了すると聞いております。

次、説明資料の10ページをお願いいたしま

す。

整備新幹線総工事費増嵩についてでござい

ますが、これは地方負担の問題とあわせて現

在報道されておりますけれども、現時点で明

らかにされているのは、建設中の整備新幹線

全体で総事業費が4,100億円、そのうち鹿児

島ルートで786億円でございます。資料では7

90億円ということで10億円単位になっており

ますけれども、正確には786億円でございま

す。

この786億円は、建設物価上昇、それから地

質不良等による増額になる部分と、それから

コスト縮減で減額になる部分の差額でござい

ます。

各県の負担額については、現在国で検討さ

れておりまして、本県負担額の協議には、鹿

児島ルート全体の総事業費の増額要因を明ら

かにしてもらう必要がありますので、鉄道・

運輸機構に対しこの要因について説明を求め

ているところです。

増額につきましては、引き続き関係県と連

携しながら、国に対し負担軽減を求めていく

こととしております。

なお、平成21年度予算には、平成22年度末

、完成に必要な252億円を計上しておりまして

増嵩により本県負担額は平成22年度以降の計

上となります。

以上でございます。

○坂本政策調整審議員 地域政策課でござい

ます。

12ページをお願いします。

九州新幹線を活用した熊本づくりでござい

ますが、12ページから16ページをお開きをい

ただきたいと思います。

主な取り組みのところでございますが、先

ほど部長からも説明をさせていただきました

、 、とおり 新幹線元年戦略を進めておりますが

「くまもとの食と文化でおもてなし」という

ことを基本テーマといたしまして、現在新幹

線元年事業企画実行部会を設置をいたしまし

て、具体的な取り組みを検討しているところ

でございます。本年度末までに大方事業基本

計画をまとめてまいりたいというふうに考え

ております。

さらに17ページでございますが、一般県民

から、新幹線元年事業についてのアイデア募

集を本日まで行っております。現状、今94件

ぐらいの県民の方々からアイデアがあってお

ります。

それと、続きまして、県民総参加で進める

ために、元年戦略を説明するＰＲパンフレッ

トを県内向けに作ってまいりたいというふう

に考えております。

大きなマルになりますけれども、２点目に

なります新幹線各駅から阿蘇・天草等への横

軸交通アクセスの改善、強化についてでござ

いますが、まず県北観光ルートについてモニ

ターツアー等の実施をいたしまして、改善点

等を検証をいたしているところでございま

す。今後モデルコース等の設定をやってまい

りたいというふうに考えております。

さらに、次の項目ですが、県北・県南方面

の実地調査並びにモニターツアーの実施結果

に基づきまして、交通アクセスの改善策を取

りまとめてまいりたいということで考えてお

ります。

次のページをお願いいたします。

くまもとの魅力を体感できるツーリズムの

。 、推進でございます その一番下になりますが

県内各地で展開するツーリズムのモデル事業

や実践者等を紹介して、県外向けに交流から

移住・定住へということを目指しまして、県

外向けにＰＲするパンフレット等を作成して

まいりたいということで、今事業を進めてお
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ります。

次に、福岡都市圏を見据えた定住・移住の

促進でございます。一番下のところにござい

ますが、１月10日にＪＡＬリゾート・シーホ

ークホテルにおきまして 「くまもとふるさ、

」 。と回帰フェアｉｎ福岡 を開催いたしました

100名程度の参加をいただきまして、移住・

定住に関する相談を41件程度いただいたとこ

ろでございます。

続きまして、ＫＡＮＳＡＩ戦略の推進につ

きましてです。

19ページの頭のところをご覧をいただきた

いと思いますが、３月上旬から関西地域に向

けてブランド発信の取り組みといたしまし

て、ＪＲ西日本の車両に、岡山県、広島県、

山口県内におきまして中吊り広告を実施して

まいりたいというふうに考えております。そ

れとあわせまして、ＪＲ西日本の主要各駅と

か日本旅行の店頭等におきまして､ＰＲパン

フレット等を設置をしてまいりたいというこ

とで考えております。

次に、３月の18日から24日まで、岡山市内

におきまして「くまもとブランド展」を開催

をして、知事のトップセールスを努めてまい

りたいというふうに考えます。これは後ほど

もう少し詳しく説明させていただきます。

それと、先般御説明させていただきました

ロゴ・キャッチフレーズにつきましては、徐

々に民間団体等でも活用の動きが見られてお

りまして、引き続き積極的に活用を働きかけ

てまいりたいというふうに考えております。

お手数ですが、お手元にお配りしておりま

す別添の資料の１をご覧をいただきたいとい

うふうに思います。

くまもとブランド展の概要について取りま

とめさせていただいております。先ほども御

説明をさせていただきましたが、趣旨につき

ましては、まず本県の認知度が低い岡山県民

を対象にいたしまして、本県のイメージアッ

プを図り、興味・関心を向上させることを目

的として開催をさせていただきたい。ブラン

ド展としては初の取り組みでございます。

日時、場所につきましては、先ほど御説明

しましたように、３月18日から24日、ＪＲ岡

山駅の向かいにございます高島屋の８階の催

事場で開催をさせていただきたいというふう

に考えております。

内容につきましては、くまもとブランドの

３つの要素であります阿蘇、水、火と灯りと

いうものを中心に据えながら、展示を考えて

いきたいというふうに考えております。

２点目で、知事のトップセールスを活用し

て、知事にもそちらのほうに出向いていただ

、 、まして 本県の魅力ある品々の展示とか販売

映像放映等で熊本の魅力を醸し出していきた

いというふうに考えております。

誘客等のために少しいろんな事業を展開し

ておりますが、まずキャサリンズバーという

ものの、キャサリンさんに行っていただきま

して、出店をしていただきたいというふうに

考えております。６回程度トークショーを開

催をしたいと思います。キャサリンというの

は本県の宣伝部長のスザンヌのお母さんでご

ざいます。下通りから入りますと「火の国」

という料亭がございますが、その前にキャサ

リンズバーというのはございます。そちらの

ほうを経営していらっしゃる方でございま

す。それと、県出身の書家の武田双雲による

書の掲示等を行ってまいりたいというふうに

思います。

会場外においては、ＪＲの岡山駅前におき

まして、岡山の県人会の方々の協力を受けま

して、さまざまな取り組みをやってまいりた

いというふうに、ビラ配りだとか、いろんな

形のものをやってまいりたいというふうに考

えております。

事前広報については、先ほど御説明しまし

たＪＲ西日本の車両等についての中吊り広告

とか、新聞各社への広報展開をやってまいり

たいというふうに考えています。
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その時期、ブランド展とあわせまして、３

月の18日に県知事のほうに岡山県知事と会っ

ていただいて、今後の交流についてのいろん

なことを確認をさせていただきたいというふ

うに、交流促進に向けた意見交換をさせてい

ただきたいというふうに考えています。

以上でございます。

○髙田交通対策総室長 続きまして、阿蘇く

まもと空港へのアクセスの改善につきまして

説明申し上げます。

資料の20ページをよろしくお願いいたしま

す。

昨年の10月21日から11月17日まで行いまし

た肥後大津駅と阿蘇くまもと空港を結ぶシャ

トルバスの利用者アンケートの結果につきま

して、前回の委員会でも報告申し上げたとこ

ろでございますが、その内容につきましてさ

らに分析をしたということで、ここに20ペー

ジから21ページにかけて掲載しております。

利用者の属性分析ということにつきまして

は、ビジネスが６割強、以下観光、帰省とい

う順番になっております。

アンケート結果に基づく課題の整理といた

しまして、20ページのところでは乗り換え利

便性につきましてということで、移動の不満

という点では、大津駅の改札口に近いバス停

を設けたことから少なかったということでご

ざいます。

21ページのところで、速達性に関する課題

といたしまして、所要時間を不満と挙げる社

は少なかったということで、引き続き運航さ

れた場合の利用運航は、７割以上の方が「利

用する」というふうな結果が得られておりま

す。

運航本数につきましては、試験運航に１日

５往復ということでありましたために、もっ

と多くやってくれないかという不満というも

のが上位に位置したということでもございま

す。続きまして、航空便との接続の悪さとい

うことが上位に位置しているということでご

ざいます。

運賃に関する課題といたしましては、試験

運航での不満の改善点で料金の高さというこ

とが上位に位置しておりまして、鉄道とシャ

トルバスの利用による運賃が、既存のリムジ

ンバスのアクセスと比較した場合に、阿蘇方

面ではＪＲとシャトルバスの運賃が安い、一

方で熊本方面が高くなっているという状況に

ございます。

こうした結果を踏まえまして、引き続き関

係市町村や交通事業者などと連携いたしまし

て、本格運航ということに向けた調整、運賃

割引だとか、あるいは運航ダイヤの調整など

ということを行っていきたいと考えておりま

す。そうしたことを通じて営業運航というこ

とを早期に可能になるように、県としても頑

張ってまいりたいと考えておるところでござ

います。

空港シャトルバスのさらなる高度化に向け

た取り組みということにつきまして、現在国

土交通省九州運輸局の公共交通活性化総合プ

ログラムという予算を活用しまして、関係市

町村、交通事業者などとの検討委員会を開い

て協議を行っているところでございます。肥

後大津駅における列車とバスの対面乗りかえ

の実現など、大津町のまちづくりや周辺市町

との公共交通機関の再編なども視野に入れな

がら、施策の方向性を取りまとめていきたい

と考えております。

以上でございます。

○梅本観光物産総室長 九州新幹線を活用し

た観光振興、22ページ以降でございます。

変更いたしましたのは、25ページをお開き

いただきたいと思います。

本年度の取り組みにつきまして25ページか

ら書いておりますが、現在ちょうど、下のほ

うですけれども、冬～春のキャンペーンを行

っております。この経済不況で国内客数が大
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変減少しておる中で、さらに円高で国内客数

がまた海外にシフトするなどのこともありま

して、大変苦戦をしております。また、海外

からもなかなか入ってきていないということ

なんですけれども、さまざまな手を尽くしま

して、観光客誘致に努めたいと思っておりま

す。

26ページでございます。ここのページは、

先ほどのキャンペーンの中身につきまして、

この１月から３月にかけての主な取り組みに

つきまして、黄色の線で引っ張っております

ところが新たな取り組みでございます。テレ

ビ媒体、それからバス、ＪＲなどの車内広告

などを通しまして、熊本の観光を売り出して

おります。

とりわけ、４月からは高速料金がかなり割

引になりますので、高速道路を利用して訪れ

ていただきます観光客の方々に、高速のイン

ターなどに熊本のチラシをまいたり、さまざ

まな取り組みをさらに強化をしていきたいと

考えております。

27ページでございますけれども、キャンペ

ーンの一環といたしまして、歴史回廊くまも

との発信、あるいは季刊誌を発行、その他の

ＰＲとして27ページの下のほうに「なごみ紀

行」という県の観光サイトを持っておりまし

て、毎年60万件以上のアクセスがありますけ

れども、そのリニューアルを行いまして、検

索機能の充実等を現在図っております。

28ページでございます。

先ほど述べましたキャンペーンが個人のお

、（ ）客様を主な対象とするのに対しまして ２

で国内各地へのプロモーション活動及び多様

な交流の促進としておりますのが、ＪＲなど

とタイアップしたキャンペーン、それから大

手の旅行代理店と組んだキャンペーン等でご

ざいます。変更しましたのは、首都圏、名古

屋、関西地域、福岡の旅行会社に対するプロ

モーションとして、熊本観光マーケットを広

島で１月に開催をしております。このように

して、こちらから出かけていきまして、関西

などの旅行マーケットの掘り起こしを行って

いきたいと思っております。

②といたしまして、九州各県と連携した観

光客誘致として、先般大変先生方お世話にな

りまして、長崎・熊本・大分の横軸横断の議

連を設立いただきましたけれども、このよう

な御支援をいただきながら、南九州３県、あ

るいは横軸３県の連携強化をいたしまして、

旅行商品の具体的な増勢を図っております。

②の一番下のところに阿蘇くじゅう広域観

光圏の後ろに 「国の認定を申請中」と書い、

ておりますが、雲仙天草広域観光圏という国

の新しい広域観光圏整備法に基づいて、地域

指定を現在16カ所全国で行っておりますが、

それに追加してこの天草の広域観光圏の申請

を現在しておりまして、国のさまざまな今後

の事業展開の受け皿づくりを行っておりま

す。

29ページでございます。

⑤として、東京ミッドタウンで「くまもと

ウィーク」を開催いたします。３月12日から

25日までの約２週間。メーンは14・15日です

から あしたあさって 土日を使いまして く、 、 「

まもとフェスタ２００９」というのを、この

六本木のミッドタウンで大きく展開して行い

ます。この両日だけでも３万人程度の方々を

対象にして、知事とのトップセールス、それ

から物産展、食のアピール、こういったこと

を図りたいと思っております。

、 、⑥として ＳＬ人吉が復活いたしますので

４月25日からの出発にあわせまして、この半

年間集中的にＳＬ人吉を売りまして、熊本・

八代・人吉を結びます観光の掘り起こし、そ

れからアピールをやりたいと思っておりま

す。

⑦として、サッカーキャンプでございます

が、ことしは韓国から２チーム、それからコ

ンサドーレ札幌のキャンプをすることができ

ました。
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⑧として、教育旅行でございます。30ペー

ジでございますけれども、修学旅行の誘客に

ついても、各受け入れ団体とあわせまして行

っております。

また、⑨でございますけれども、３月17日

には、来週ですけれども、新しい観光のスタ

イルとしてのコンベンションとか、スポーツ

合宿とか、あるいは産業観光などについて取

り組もうということで、市町村などに呼びか

けまして、プロモーション活動をするネット

ワークを発足する予定としております。

（３）でございます。ここが県内の旅行商

品のつくり込みでございます。

④で公共交通機関とレンタカーを組み合わ

せた旅行商品などを、旅行代理店とタイアッ

プしてつくり込んで発信をしております。

（４）が、おもてなしでございますけれど

も、地域振興局単位で約400人が受講されま

すおもてなし講座を開催いたしました。

また、31ページの②でございますが、女将

の会を２月17日に発足いたしまして、おもて

なしの取り組みを強化してまいります。

最後に （５）が海外からの誘客でござい、

。 、ます 韓国はかなり苦戦をしておりますので

こういうときにほかの国のマーケットを開拓

、 、しようということで シンガポールの旅行博

それから台湾、上海、タイなどへの働きかけ

。 、 、を強めております とりわけ ちょうど現在

、 （ ）黄色で引っ張っておりますが 台湾 台北市

で路線バス20台に、熊本観光のラッピングバ

スを走らせております。

それから、タイ旅行博に初めて職員を派遣

いたしまして、大いに売り込みをしてまいり

ました。

それから、31ページの下から、海外へのＰ

Ｒ活動として、雑誌社を呼んだり、テレビ局

を呼んだり、あるいは右のほうに、旅行代理

店を呼びまして盛んにアピールをしておりま

す。

32ページでございますが、例えば中国から

は、32ページの一番上の四角のところが中国

ですけれども、右のほうに上海クルーズ船の

視察団の受け入れ、あるいはこういった形で

中国から大量にお客様を送り込むクルーズ船

がありますので、これを八代港に着けて熊本

でショッピングさせるようなものができない

、 。かということで 売り込みをやっております

、 。以上 観光振興の取り組みでございました

よろしくお願いいたします。

○佐藤新幹線都市整備課長 資料の33ページ

をお願いいたします。

新幹線新駅周辺整備についてでございます

が、前回の資料から並行しています下線のと

ころを中心に御説明をいたします。

まず、計画概要の最後から３行目ですけれ

ども、在来線熊本駅舎のデザインにつきまし

ては、現在県の意向を踏まえて、ＪＲ九州が

安藤忠雄氏に委託を行っており、平成21年度

秋までにデザインを示すことができるように

進められているところでございます。

次に、熊本駅周辺整備の各事業の進捗状況

については、本年度、平成20年度末の事業費

ベースの進捗率に修正しております。

①の熊本駅周辺整備の連続立体交差事業に

、 、つきましては 事業費ベースの進捗率が31％

用地取得の進捗は99％となっております。こ

の連続立体交差事業は、新幹線開業予定の平

成23年春ごろを目標に、現在の在来線を新幹

線高架下へ２次幹線として切りかえまして、

その後高架橋の工事を本格化させていく見込

みでございます。

、 。次に 資料の34ページをお願いいたします

これは熊本駅周辺の幹線街路の進捗状況に

ついてでございます。各路線ごとの進捗は右

の表の、一番右端の欄に記載のとおりでござ

いますが、この中で新幹線完成までに整備を

進める計画の、これは②、③の春日池上線、

④の熊本駅北部線、⑥の熊本駅城山線の１工

区、それに⑦の熊本駅帯山線の合計５路線に
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つきましては、新幹線完成時までに必要な事

業費ベースの進捗率が76％、用地取得の進捗

は100％となっております。

次に、35ページをお願いいたします。

これは、熊本市が事業主体であります区画

整理事業と再開発事業の進捗率でございまし

て、進捗はこの表のとおりでございます。

次の36ページをお願いいたします。

これは新幹線新玉名駅周辺整備のアクセス

道路の進捗状況でございまして、進捗状況は

この右の欄のとおりでございます。

以上でございます。

○内田都市圏振興室長 少し戻りますが、35

ページをお願いいたします

新熊本合同庁舎の整備につきまして、別添

の資料２で御説明をいたします。

まず、経緯についてでございますが、昨年

７月にＡ棟は工事に着手しておりまして、同

月ＰＦＩ事業で実施されるＢ棟の入札公告が

行われました。その後、Ｂ棟は10月に事業者

からの入札書及び事業提案が提出されました

が、12月に地方分権改革推進委員会の第２次

勧告が出され、予定されておりました開札が

延期されました。しかし、今年２月には開札

が行われ、落札者が決定をしております。

次に、今後の予定ですが、Ａ棟につきまし

ては、平成21年度予算が確保され、来年度末

に完成予定です。

Ｂ棟につきましては、今年度中に事業者と

契約が締結される見込みでございますが、今

月中に策定予定の国の出先機関の改革に向け

ました工程表などとの関係で精査されること

になっております。

Ｂ棟の今後のスケジュールにつきまして

は、最下段に記載しているとおり、平成22年

７月に工事に着手し、平成24年10月に供用開

始予定でございます。

次ページに、熊本合同庁舎の全体計画を示

しております。

以上で説明を終わります。

○戸塚道路整備課長 委員会資料の37ページ

をお願いいたします。ここからは２としまし

て、高速交通体系についてということでござ

います。

道路整備課といたしましては （１）の高、

規格幹線道路等の整備ということで御説明い

たします。

１の高規格幹線道路の整備ということでご

ざいまして、最下段の米印のところ、全国の

高規格幹線道路の供用延長ということで数値

を挙げております。これは時点修正というこ

とで、前回10月末現在の数値を示しておりま

したものより22キロ増えまして、9,408キロ

というふうになっております。全体の率、そ

れと県内延長については変わりございませ

ん。

続きまして、38ページでございます。

整備手順ということで、このページ、国土

開発幹線自動車道と一般国道自動車専用道路

の手順のフローを示しておりますけれども、

今般国土交通省のほうで、高規格幹線道路の

うちで一般国道として整備しております自動

車専用道路の計画決定手続を見直しまして、

これまでは第三者機関の審議を経ないで道路

局長が決定しておりましたけれども、それを

今回社会資本整備審議会の議を経て国交大臣

が決定すると、このように改まったというこ

とでございます。この黄の下線の部分がそれ

に該当いたします。

、 。続きまして 40ページをお願いいたします

路線別内訳ということで御説明いたしま

す。

まず、九州縦貫自動車道でございます。

現状の欄のポツの２つ目でございます。北

熊本サービスエリア、それと小川バス停のス

マートインターチェンジの設置につきまして

は、地元市町のほうで調査検討を実施中であ

りまして、平成21年２月３日に関係機関によ
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ります勉強会を設立して、ここでいろんな議

論を行ったということでございます。

続きまして、41ページの南九州西回り自動

車道の欄でございます。

現状のところの日奈久芦北道路でございま

す。２つ目の田浦ＩＣ～芦北ＩＣ（仮称）で

ございますけれども、延長８キロ区間、従来

国のほうで事業を進めておりますけれども、

20年度末の完成目標ということになっており

ましたけれども、先般公表されまして、21年

度の第１・四半期までずれ込むということ

で、供用予定がこのように21年度の第１・四

半期ということになっております。

また 芦北出水道路につきましては 芦北－、 、

津奈木間につきまして用地買収進行中でござ

いましたけれども、20年度の補正予算で一部

工事に着手するというふうな話を聞いており

ます。

続きまして、２の地域高規格道路の整備と

いうことでございますけれども、42ページを

お願いいたします。

こちらのほうの整備手順でございますけれ

ども、先ほどの高規格幹線道路と同様でござ

いまして このフローの中の中ほどの区間 事、 （

業単位）の指定ということでございますけれ

ども、３番の調査区間、４番の整備区間、こ

れはいずれも道路局長、都市局長が指定して

おりますけれども、下のほうの米印に書いて

おりますとおり、高規格幹線道路を補完する

広域的な機能を有するものについては、社会

資本整備審議会の道路分科会の議を経るとい

うようなことに改まっております。

路線別内訳といたしまして、43ページから

44ページにいっておりますけれども、この中

で特に大きく変わった部分というもの、45ペ

ージの熊本天草幹線道路について説明いたし

ます。

現状の欄のポツの３つ目でございます。宇

土道路、延長約７キロということで、この区

間は国のほうで事業を進めている部分でござ

いますけれども、平成21年２月13日から、現

在調査区間の部分でございますけれども、道

路計画を検討するということで、国交省・

県・宇土市で連携いたしまして、アンケート

調査を実施し現在調査結果を取りまとめとい

うふうになっております。

区間は宇土市城塚町から宇土市上網田町と

いうことで、概略的なルートについて決定い

たしまして、さらに路線ルートを絞り込んで

いくということで、これを行いまして、次の

整備区間に向けて展開をしていくというよう

なことになります。

そういったことで、今後の取り組みといた

しましては、一番最下段の欄の、一番下の表

のポツの２つ目ですけれども、宇土道路につ

きましては、調査検討の促進を国に働きかけ

ていくというふうにしております。

続きまして、46ページでございます。

建設活動促進ということで、要望活動のそ

の後の状況を報告いたします。

まず、１つは、九州横断自動車道延岡線建

設促進協議会における活動ということで、昨

年12月20日の日に、九州横断自動車道延岡線

熊本・宮崎女性のつどいｉｎ五ヶ瀬というの

が開催されております。これは熊本県、宮崎

県両県の道づくりを考える女性の会の主催と

いうことで、県といいますか、この促進協議

会といたしまして後援しております。主な出

席者といたしましては、本県の土木部長、宮

崎県の高速道路対策局長が出席しておりま

す。

２番目に、南九州西回り自動車道建設促進

協議会における活動ということで、47ページ

になりますけれども、２月10日の日に、国土

交通省九州地方整備局のほうへ、南九州西回

り自動車道建設促進期成会、これは沿線の市

町村自治体でございます、それとあと熊本県

議会の県南振興議員連盟、それと鹿児島県議

会の南九州西回り自動車道建設促進議員連盟

と合同で要望活動を実施しております。県レ
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ベルでは、本県から土木部次長、鹿児島県か

らは土木部長が出席しております。

以上でございます。

○髙田交通対策総室長 続きまして、航空路

線の利用促進についてということで説明申し

上げます。

お手元の資料49ページをお願いいたしま

す。

まず、国内線の振興についてであります。

現状といたしまして、マルの３つ目のとこ

ろで平成20年度の利用状況ということでござ

いますが、昨年夏場以降の景気減速に伴うビ

ジネス需要の急速な減退を受け、大阪線、名

古屋線は９月以降、東京線は11月以降で、対

前年同期を大幅に下回るようになった結果、

本年の１月までの利用者数は、昨年度同期と

比較しまして1.７％減の254万4,000人となっ

ております。

現在、来年の秋に完成が予定されておりま

す羽田空港の第４滑走路の新設工事に関しま

して、昨年12月に国土交通省で工事完成後の

発着枠配分基準を検討する懇談会の第１回会

合が開催され、そこの席上で、国内線用に供

される新たな発着枠が１日往復37便であるこ

と、またその配分方針を本年７月ごろまでに

取りまとめる予定であることが明らかになっ

ております。

続きまして、本年７月に開設が予定されて

おります熊本－静岡線に関しまして、静岡空

、 、港の開港につきまして 昨年末に静岡県から

本年６月４日に開港する旨が正式に発表され

ております。

また、昨年12月には、静岡県議会空港利活

用議員連盟と本県議会議長及び新幹線及び高

速交通対策特別委員会委員との間で行われま

した意見交換会の開催など、現在熊本－静岡

線の開設に向けた取り組みに関する協議が行

われるなど、開設に向けて両県間の連携は進

みつつあるところでございます。

この熊本－静岡線の運航主体でありますフ

ジドリームエアラインズでは、本年２月末に

航空運送の事業許可がおり、また同月には76

席の航空機材を調達するなど、本年７月の就

航に向け順調に準備が進められているところ

でございます。

最近の国内路線をめぐりましては、本年度

下期に燃油高騰を要因とした収益悪化、それ

から急激な景気後退を伴う航空需要の減退を

受け、次年度におきましてもさらに国内路線

の縮小を進める予定ですが、阿蘇くまもと空

。 、港の発着路線は該当はございません しかし

非常に厳しい状況が続いているところでござ

います。

続きまして、50ページ、今後の取り組みと

いうところでございますが、来年秋に予定さ

れております羽田再拡張工事完成後の発着枠

の拡大をにらんだ東京線増便の実現や熊本－

静岡線の利用促進など、路線振興に向けて積

極的に取り組んでまいりたいと思います。

東京線の増便につきましては、スロット懇

談会の検討状況を注意しながら、経済界を初

め関係機関・団体とも連携し、国や航空会社

に対しまして東京線の実績をＰＲするなど、

発着枠の獲得に向けた働きかけを強めてまい

りたいと考えております。

また、熊本－静岡線につきまして、就航情

報のＰＲや利用促進の取り組みを本格化させ

てまいりたいと思います。

さらに、平成23年春に予定されております

九州新幹線の全線開業後の影響が懸念されて

おります大阪線につきましても、航空会社と

協調しながら、大阪線のさらなる利便性の向

上を図るなどの対応について、検討をしてま

いりたいと考えております。

以下、参考で、阿蘇くまもと空港の利用状

況など、前回の委員会からの時点修正の資料

としてデータを加えております。

52ページのところには静岡空港の概要とい

うことで、52ページ及び53ページ、こちらも
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時点修正をさせていただいております。

54ページ、55ページにつきましても、国内

路線の見直しの状況や羽田再拡張工事の概要

につきまして、資料として掲載をさせていた

だいております。

続きまして、56ページになります国際線の

振興についてであります。

現状につきまして、４つ目のマルのところ

、 、になりますが 熊本－ソウル線につきまして

韓国経済の落ち込みに伴うウォン安などの影

、 、響で 外国人等の韓国人旅行者が激減する中

阿蘇くまもと空港におけるソウル線につきま

しても、本年度２月まででございますが、利

用者数としまして、昨年同期と比べて6,000

人以上減少しているという状況になっており

ます。

日本人利用者は昨年同期を2,000人以上上

回っておりますものの、韓国人の利用者が8,

000人以上減少しているということでござい

ます。特に、昨年末にかけまして韓国人の利

用者が大幅に減少し、全体の利用率も昨年12

月36.1％に減少したということから、アシア

ナ航空といたしまして、熊本－ソウル線の運

休を含む路線見直しを行う意向も示されまし

た。しかしながら、１月以降阿蘇くまもと空

港国際線振興協議会を中心としました緊急利

用促進対策も呼び水となり、日本人利用者が

急増したということにより利用率も回復し、

今後も現行運航体制が維持されることとなっ

ております。

最後に、阿蘇くまもと空港の国際チャータ

ー便の状況ということにつきまして、本年度

全体としては便数、利用者数７割前後にとど

まっておりますものの、台湾線につきまして

は昨年度並みの運航便数が確保され、利用者

数も10％増加しております。また、本年２月

に、本委員会におきましてチャイナエアライ

ン本社を訪問され、熊本－台北線の定期便化

の実現可能性を高めていくためのチャーター

便の利用促進に連携して取り組んでいくこと

などにつきまして、協議をしたというところ

でございます。

57ページをご覧下さい。

今後の取り組みについてでございます。

まず、熊本－ソウル線につきまして、引き

続き日本人の送客を増加させることにより、

現行運航体制の維持を確実に図ることを基本

に、高校生の修学旅行をはじめ国際交流の拡

充にもつながる利用促進対策に、積極的に取

。 、り組んでまいりたいと考えております また

アシアナ航空に対しましては、引き続き、日

本人利用者が利用しやすいダイヤの変更につ

きまして、強力に要請してまいりたいと考え

ております。

、 、さらに 韓国人の利用者の増加を図るため

観光部局とも連携しながら、効果的なインバ

ウンド対策について取り組んでまいりたいと

考えております。

新たな国際定期便の開拓に向けまして、底

堅い需要が認められる台湾線を中心に、関係

、 、の航空会社 旅行代理店との連携強化を図り

利用促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。

57ページから60ページにかけましては、国

際線の利用、推移などにつきまして、前回委

員会からの時点修正ということでまとめてお

るところでございます。

最後に、資料61ページになります、阿蘇く

まもと空港の施設整備・機能強化等について

であります。

現状につきまして、前回からの動きといた

しまして、現在、国土交通省におきましてタ

ーミナルビルの前面道路の改良など、ターミ

ナルの地域整備の検討を進めており、次年度

からターミナル前面道路の改修などの事業設

計に入る予定となっているところでございま

す。

次に、阿蘇くまもと空港における航空貨物

についてでございますが、現在航空貨物需要

などについての検討を、商工や農水などの庁
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内の関係部局とも連携し進めておりますとと

もに、商工会議所など経済界とも連携し、航

空物流をめぐる課題や方向性につきまして検

討に着手したところでございます。

現状の最後のマルのところでございます。

阿蘇くまもと空港のＰＲ、愛称の普及という

ことでございますが、現在ＰＲ推進協議会に

おきまして、今月末まで阿蘇くまもと空港の

イメージキャラクターを募集するなど、民間

主導の取り組みも見られているところでもご

ざいます。

今後の取り組みといたしまして、ターミナ

ル前面道路の混雑緩和の方策やレンタカー、

駐車場の確保など、県から申し入れを行って

いるところでもございます。その着実な実現

が図られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

航空貨物につきまして、当面の取り組みに

つきましての方向性を検討してまいりたいと

考えているところでございます。

説明は以上でございます。

○早川英明委員長 以上で説明は全部終わり

ました。

暫時休憩をして、質疑に入りたいというふ

うに思います。

５分間程度休憩いたします。

午前10時48分 休憩

―――――――――――――

午前10時55分 再開

○早川英明委員長 それでは、休憩前に引き

続いて会議を開きます。

質疑はございませんか。

○渡辺利男委員 それでは、新幹線について

お尋ねをいたします。

いよいよあと２年で全線開業という時期に

なりました。ことしの正月の新聞だったか、

ＪＲ九州の石原社長が、大阪への直行便は１

日何便になるというふうな話までされておっ

たわけです。それで、意外と少ないなとびっ

くりしたんですけれども、この九州新幹線の

ダイヤの設定のあり方と、それから料金の設

定のあり方についてちょっとお尋ねをしたい

と思います。

ダイヤの設定についてそういうことを言わ

れるということは、ＪＲ内部では相当進んで

いると思いますけれども、今把握されている

ので、九州新幹線１日何便走って、そのうち

鹿児島－新大阪直行便は何便になる見込みな

のか、その直行便は熊本県内の各駅には全部

とまるのかどうか、それをまず知りたいと思

います。

ダイヤの設定のあり方というのはどうなん

ですか。これはすべてＪＲがいいようにやっ

ていいんですか。それとも、東京－博多間は

地方の負担なしに新幹線できましたけれど

も、今度の九州新幹線、熊本県だけでもトー

タル2,100億円ぐらい出しているわけですか

ら、私はいろんな意味で地元の要望を言う権

利はあると思うんですけれども、ＫＡＮＳＡ

Ｉ戦略とかいろいろ今から頑張ろうとしてい

るときに、そういうのを関係なしに、ＪＲの

判断だけでダイヤの設定をされたらちょっと

いかがなもんかなと思いますので、今後のダ

イヤの設定のあり方はどうやって決めていく

のかということ。

それともう１つ、料金ですね。きょう委員

長あいさつにもありましたように、台湾に行

って新幹線を視察してきました、その成果を

ぜひ生かしてほしいということでありました

ので、見てきまして、台湾は意外と新幹線の

料金が安い、最初から最後まで乗っても5,00

0円ぐらいということですし、また時間帯に

よって非常にこまめに料金割引制度が導入し

てありました。

ですから、会社のほうでなくて、あれは外

交部の方でしたかね、前の夜に会食したとき

にお話を伺った中で、在来線はどうなりまし

たかと聞きましたら、いや在来線に乗る者は
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がたっと減りました、しかし新幹線にみんな

シフトしても、料金が高くないもんだから、

そんなに抵抗感はないようですよというふう

なお話を伺ったんです。

それで、この九州新幹線の料金の設定につ

、 、いても 今八代－鹿児島間が5,000円ですね

結構高いんです。だから、新玉名駅の構想と

しては定住圏構想を出していますけれども、

これ料金が安くならないと、博多に通勤でい

こうかとか、通学でいこうとかとかシフトし

ないと思うんです。だから、長野新幹線を例

にとっても、長野－東京間が１時間になった

ら、結構女子大生ですね、東京にいらっして

、 、いる女子大生 月10万以上仕送りするよりも

自分の家から通わせたほうがうんと安くて安

全だということで、相当シフトをしていると

いう調査が出ています。

そういうふうにやっぱり玉名あるいは熊

本、30分ぐらいで行けるようになるわけです

から、そうなりますと、料金さえ安ければ、

熊本県の方で福岡に就職されている方、ある

いは福岡方面の大学に通っている学生さん、

そういう方はかなり新幹線通勤通学に変わる

んではないかと思いますから、ぜひ料金を九

州新幹線は安うせろという権利はあると思う

んです、地方も金出しておるわけだから。だ

から、この料金設定について地方は口出しが

できるのかどうか、そういうところをお尋ね

したいと思います。

○髙田交通対策総室長 九州新幹線の全線開

通後のダイヤとそれから運賃ということにつ

いてでございます。現在走行しております新

八代－西鹿児島間の場合で、正式な発表とし

ては列車ダイヤは３カ月前、それから運賃・

料金については４カ月前に発表されたという

ことでございますが、いろいろ私ども聞いて

いるところでは、九州新幹線は１時間当たり

４本ではないか、あるいは直通の本数として

は少なくとも１時間に１本ではないかといわ

れているというふうなこともございます。

私どもとしましても、関西方面への直通列

車ということにつきまして、あるいは新幹線

の本数ということにつきまして、さらに利便

性を図ることができないか、ふやすことはで

きないかということは思っているところでも

ございまして、ＪＲ九州や西日本など鉄道会

社に対しまして、さらに利便性が高くなるよ

うな形での本数ということにつきましては、

要望してまいりたいというふうに考えており

ます。

運賃ということにつきましても、やっぱり

利用促進ということからすると、高い運賃だ

と乗りにくいところがございます。先月の台

湾視察の中でも、新幹線の時間帯あるいは曜

、 、日によって 35％割引だとか15％割引だとか

そういった設定もされているところもありま

した。そういった形で、利便性の高い運賃設

定ということが実現できるように、運賃につ

きましても鉄道事業者に対しまして要望して

いきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。

○渡辺利男委員 要望しかできないわけです

ね。そういうのを決める正式な代表者として

そういう会議に入るとか、そういうことはで

きないのか。

それから便数、ダイヤの設定のあり方につ

いても先ほど言いましたように、通勤通学客

をなるべくシフトさせたいと思うならば朝夕

はふやしてほしいし、そういうのをやっぱり

当然言っていいはずだと思います。

それから直行便ですね、鹿児島それから新

大阪まで１時間に１本だと言われました。こ

れはどうなんですか、熊本県内各駅は全部そ

れは停車するんですか、しないんですか、そ

このところがわかりません。

○髙田交通対策総室長 列車の停車駅とかに

つきましては、申しわけございません、現在
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私ども把握していないところでございます。

わからないところでございます。

○小杉直委員 ７ページ、髙田総室長に認識

の問題と、土木部長に取り組み状況をお尋ね

したいわけです。

本県の財政負担の表が載っていますね。相

当の負担額ですが、数年前から公共事業の抑

制がずっと毎年ありまして、それからまた世

界不況が同時に重なってしまって、県内の建

設産業界は青息吐息というよりも、ほとんど

が倒産寸前の窮地に追い込まれておる状況で

す。

数日前に熊本県内の老舗の設備会社が倒産

をいたしておりますが、このような本県の財

政負担に関して、県内の建設産業界を中心と

した県内関係者に対する何といいますか、仕

事の配分というのは、まず認識は、国交省か

ら来た髙田総室長はどぎゃん思うとるです

か。

○髙田交通対策総室長 事業ということにつ

きまして私としましては、地元の新幹線とい

うことで、この完成に向けてこれまでもしっ

かり取り組んできたわけでございますけれど

も、やはり地元の事業者の皆さんを交えて、

この完成に向けてしっかりとやっていく形に

ならないといけないのかなというふうに思っ

ているところでございます。

○小杉直委員 土木部長に関連してお尋ねで

すが、土木部が作成しておるグラフなんか見

てみますと、ピーク時の公共事業の発注から

見ますと、今約４割の発注といわれておりま

す。それから、補助事業以外の単県事業費の

中もかなり、３分の１ぐらい新幹線に持って

いかれておるもんですけんね、やっぱり一般

事業というのが非常に極端に熊本県内減って

おるわけですが、その中でこれだけの負担を

県がしておる新幹線事業で、地元建設産業界

等に対する配分の方針というのは、土木部は

どう考えておられますか。

○松永土木部長 土木部といたしましては、

県内企業でできるものは県内企業でやろうと

いう大前提のもとで、この新幹線だけに限ら

ず国が行う事業につきましても、県内企業の

参入機会をふやしてくれという要望は申し入

れております。

ただ、県あたりで発注しております工事費

の内訳をずっと見てみますと、九州の中でも

最も高く、県内の企業が受注している事業と

いうのは、九州の中でもトップクラスでござ

います。

まだまだこういう新幹線とか国直轄事業に

つきましては、まだまだ県外の大手とか受注

している部分もございますので、その点につ

きましては工事内容であったり、例えばＰＣ

であったら県内の経験があるところが参加で

きないかとか、そういうことまで踏み込んで

県内企業が受注できるように、いろいろ対策

を今検討しているところでございます。

○小杉直委員 九州でトップクラスて、どの

部分がトップクラスですか。

○松永土木部長 地場企業が全体発注、例え

ば県なら県が発注しておる割合の中で、地場

企業がどれくらいぐらい受注しているかとい

うパーセントで示したものでございまして、

熊本県の場合が93％は地場企業で受注してい

る、残り７％ぐらいが県外企業が受注してい

るというデータ、その先は詳しく把握してお

りません。

○小杉直委員 まれには各県の枠の違いはあ

っても、熊本県の枠は小さくても、その中の

地元発注率は高いんですよという意味です

な。
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○松永土木部長 そうです。

○小杉直委員 それで、具体的に、新幹線工

事に関しては地元企業はどの程度お願いし、

実際実績的にはどの程度やっていただいてお

るですか。

○松永土木部長 新幹線の事業については私

ちょっと今データを持っていないんですが、

これは調べてでも。

博多－新八代間の工事につきまして、これ

はデータがちょっと古うございますが、20年

８月現在でございますが、全体のうち18％が

県内企業が受注しているという状況です。

○小杉直委員 その18％というのは元請です

か。

○松永土木部長 これは元請としての契約で

18％でございます。

○小杉直委員 そうですか。ずっと以前より

。 、も少しはふえてきておるわけですな それで

、 、新幹線工事というのは やっぱり鹿児島本線

在来線を走らせながら並行しての工事ですか

ら、非常に専門性があって、安全性に経験を

持っておる業界でないと難しいところがあり

ますけれども、今言った18％の元請、さらに

それをできるだけふやしていただく、あるい

は元請が無理なときには下請とか、場合によ

っては部分請とか、そういうことにもできる

だけ強い方針で、関係方面に引き続き努力し

ていただくようにお願いしておきます。結構

です。

○山本秀久委員 さっきの渡辺委員に関連す

るんですけれども、新幹線が鹿児島と八代間

、 、に開通したときに ローカル線の鹿児島本線

あのときに今ちょっと関連したんだけど、ダ

イヤがでたらめだった。あんたさっきいろい

ろ検討してやっているというけど、実際鹿児

島本線のときにはすべてがでたらめなんだ。

、 。だから それを修復させたことが何回もある

ホーム、それに乗りかえ時間帯。年寄りと

学生が乗るのに、乗りかえするときも、今度

は向こうまで渡って乗りかえしなきゃならな

い。そうすると、時間帯がそこでまた１時間

ばかりある。だから、あなたの場合じゃなか

、 、ったけど 何回も修復させた経験があるから

よくそこは考えてやっていただきたいという

ことを申し上げておきたいと、これは要望し

ておきます。

もう１つは29ページ、観光と物産、この前

ちょっと新聞で見たんだけど 「きよまさく、

」 、 「 」ん てできただろう 熊本の きよまさくん

て名前もとって、ああいうのをうまく利用し

て生かしたような方法は考えてないのかな、

キャッチフレーズの中に出てきてないから。

○梅本観光物産総室長 新幹線の関連で、い

ろんなところに熊本の観光素材を売り込みに

いきますけれども、そのときにああいうキャ

ラクターに来ていただいて、そして一緒に売

り込みをしております。それで、既に「ひご

まるくん」というのが今熊本城のキャラクタ

ーとしてありますので、そちらを今利用して

いるんですけれども、新しいキャラクターが

できたということで、そちらとはまだタイア

ップしておりませんが、既にそういった感覚

の仕事はしております、熊本の売り出しとし

て。

○山本秀久委員 なるだけ、報道されたんだ

から、そういうのをうまく利用していくこと

が一つのイメージにつながっていくんじゃな

いかと私は思います。

○梅本観光物産総室長 ありがとうございま

す。
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○山本秀久委員 そしてあるとき、また前に

話が戻るけれども、おれんじ鉄道のときもキ

。 、ャラクターをつくれと言ったわけです まず

小学校か中学校あたりにおれんじ鉄道の認識

をさせるのに、ポスターを募集したらどうだ

と言ったことがある。そのポスターをとると

いうことは、キャラクターをつくるためのポ

スターだった。そしたら、何だ、とんでもな

い、発想が違うんだ。ポスターだけに終わっ

ておるわけだ。そして地元町長なんかに、普

通は還元するが、市町村長は全然入っていな

くて、それを今度は審議するときも全然審議

させていないわけだ。

そういう感覚がちょっとおかしいんだ。だ

から、今度は新幹線の開通に続いて、そうい

う大まかな範囲で、幅広い発想を持ってやっ

ていかぬと生きていかぬと私は思うから今注

意しておるわけだ。だから、そういう点でい

っちょ検討してください。返答は要らない。

○梅本観光物産総室長 わかりました。

○鎌田聡委員 済みません、10ページの新幹

線の事業費関係ですけれども、国の負担金と

いうことで、鹿児島ルートで790億円の増と

いうことで出されておりますが、これは確定

。 、 、した額なんでしょうか それとも これから

790億から国が３分の２、残りが県負担とい

うことの理解でいいんでしょうか。

○佐藤新幹線都市整備課長 この790億とい

うのは、総事業費の増額分ということでござ

。 、 、います ですから 県負担額といいますのは

またそれから例えば３分の１というふうな形

になります。これはその前の総事業費がこれ

だけふえるということでございます。

○鎌田聡委員 では、790億から３分の２が

国ですね。

○佐藤新幹線都市整備課長 はい。

○鎌田聡委員 そして３分の１が地元という

ことで、福岡、佐賀、熊本で負担される。多

分、熊本で150ぐらいは負担せなんというこ

とですね。

○佐藤新幹線都市整備課長 県の負担額が幾

らになるかにつきましてはまだ明らかにされ

ておりませんので、今運輸機構のほうと要因

等も含めてやりとりをしている最中でござい

ます。

○鎌田聡委員 はっきりした額はわかりませ

ん、予想でいうならそのくらいですね。そう

いうことになりますので、かなりこれまでの

1,353億円にまた100何億かというと、かなり

額的に大きいですし、それと理由が、15年４

月の計画額と20年、去年の４月ぐらいの計画

額での資材高騰分とかを比較してということ

で、資材はまた20年４月時点で上がっておっ

たかもしれぬけど、また今後下がっていく可

能性もあるですね。その辺も見きわめにゃい

かぬし、資材高騰分が大きくウエートを占め

るのか、地質の部分でのウエートを占めるの

か、それは原因どっちなんですか。

○佐藤新幹線都市整備課長 大きな要因とし

ましては物価の上昇分、それから地質不良、

それから急速施工とか、それから環境対策、

そういうふうなものが主な理由というふうに

聞いております。

○鎌田聡委員 主な理由はそうでしょうけれ

ども、やっぱり財政負担が厳しい財政状況の

ときに伴うわけですから、そこはきちんと詰

めた上で、これはいつまで額が決まるんです

か。そういった額を決める際にはかなり県の

意見ということで言うてもらわぬといけない

と思います。
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○佐藤新幹線都市整備課長 先ほど申し上げ

ましたように、要因につきましては、今実際

建設をしております運輸機構のほうと内容に

ついて協議中、いろいろ向こうから詳細な説

明を求めているということでございます。

○鎌田聡委員 詳細な内容があってこれが出

てきていると思うんです。詳細な内容がない

ままに全体で4,100億円、鹿児島ルートで790

億円増ということは出てこないはずですか

ら、そこはきちんと説明をもらって、完成間

近にして割り勘がこがしこふゆっとですよて

言われても、当初の約束をできるだけ履行し

てもらうように、国に対して強く要望してい

ただきたいと思います。

○佐藤新幹線都市整備課長 まず、要因のほ

うを、運輸機構とやりとりしてはっきりさせ

た上で、そしてまた負担額については軽減の

要望をこれからしていきたいというふうに考

えております。

○鎌田聡委員 よろしくお願いします。

○大西一史委員 今のと関連します。今の問

題について、うちの会派の吉田議員も代表質

問でこれは触れられてきたわけですけれど

も、今小宮部長の当初の説明の中で、できる

限り負担軽減される、福岡県、佐賀県とも連

携して国に対して働きかけをしていくという

ような話でありましたけれども、福岡、佐賀

あたりと事務的なレベルで何かそういう話し

合う場というのはこれまでにあっているんで

すか。

○小宮地域振興部長 事務的には福岡、佐賀

の交通担当の部署とは、それぞれ持っている

情報を共有して打ち合せ等々はしておりま

す。ただ、現時点におきまして、運輸機構側

からこの件の、例えば県内の工事でこのぐら

いの内示があってこれだけコストがふえてい

るんだという、詳細な説明はまだなされてお

りませんので、我々としてはそこをきちっと

聞いた上で、どういうふうにうまく連携して

それをべースに、今まさに政令で地元３分の

１等々の負担が決まっておりますので、最終

的には国のほうにそこを、まさに負担のあり

方について、厳しい財政状況に置かれており

ますから、そこの根っこから変えるのか、も

しくはそこを置いた上で、別の例えば手段で

地方の負担が軽くなるような何らかの仕組み

を考えていただくのか、いろいろ考え方はあ

ろうかと思いますけれども、それについての

働きかけを強めてまいりたいと考えておりま

す。

少なくとも九州新幹線鹿児島ルートにつき

ましては、23年度開業ということは、まさに

熊本も福岡も佐賀もそれを前提として、今地

域づくりその他もろもろのすべてが動いてお

ります。ですから、そこは前提としつつ、地

方の負担はできる限り下げてもらうという方

向で、今後その詳細な話を聞いたところで、

５県とも連携しながら要望を強めてまいりま

す。

○大西一史委員 今お話があって、事務レベ

ルでの説明で、各県とも協調してやっていく

というのが、単独ではなくて必要なことだろ

うというふうに思いますが、完成年度が例え

ば工事費負担をしなかったことによっておく

れることがあってはならないというふうに思

います。ですから、そこだけは絶対にくぎを

刺しておいていただきたいと思います。

そして、負担の云々については、開通後に

でももう一回協議するなり、そのぐらいの覚

悟を持ってやっていただきたいということで

す。佐賀県の古川知事あたりも、そういった

増額には、負担には拒否するというふうな姿

勢を明確にされていますし、福岡県の麻生知



- 19 -

事も、あれは新年度の予算にたしか盛り込ん

でおられますね。

ですから、熊本県の先ほどの話では、22年

度の当初予算あたりに入ってくるのじゃない

かというような話ですけれども、負担を全く

しないかどうか、するかしないかということ

に関しては、やはり内容を聞いてみなきゃわ

からないわけですけど、別に向こうから何も

言ってこぬのであれば、わざわざ負担はしま

せんよという姿勢だけ示しておけば、それ以

上やぶ蛇にならないようにするというのも一

つの手かなと思わぬわけでもないですけれど

も。ただ、いずれにしても、明確に県民に説

明できるようなことでなければ、これだけ財

政厳しい中では、先ほど鎌田委員も御指摘の

とおり、簡単に納得できる問題ではないだろ

うというふうに思います。ですから、その点

はしっかり伝えていただきたい。

そして、国土交通省の金子大臣も、若干こ

の辺の負担の軽減策について検討するという

ような姿勢を示していくという報道も一部あ

っていますので、その辺も含めて、できるだ

け地方の財政状況をよく見てほしいというこ

とを、しっかり要望をしておいていただきた

いというふうに思います。

それと、続けてちょっとよろしいですか、

新幹線の話とそれまして、今度は空港の話な

んですけれども、羽田が先ほど再拡張される

からということで、東京線あたりを増便とい

うような話も出ていて、非常に歓迎したいな

というふうに思います。利便性が高まるとい

うふうに思いますし、そういう意味では歓迎

するんですが、ただこれは空港のリニューア

ルを、ちょっと61ページから62ページにかけ

て記載してあります。

私も大体月に１～２回は上京をする、飛行

機を利用する機会があるんですけれども、そ

のときにやっぱり一番今の現状の空港の問題

として感じるのは、保安検査場です。これが

今３ゲートたしかあると思うんですけれど

も、例えば朝８時とか、特定の便が集中する

時間帯はものすごく並ぶんです。行列です。

これは恒常的に、私行って、大体毎回そうい

う思いをしていますので、お土産物屋さんの

ほうまでずらっと並びますね。

また、そういう状況ですから、３カ所フル

にあけてもとても対応できていないというこ

とで、しかも階段上がってすぐのところで非

常にみっともないというか、要はお土産物を

買う人たちも非常に邪魔になる。向こうにお

土産物とかレストランとかいっても、また戻

、 、ってくるということで これは場所の問題も

場所の変更あるいは保安検査場のそういうゲ

ートの増設あたりは、当然検討しなければい

けない課題だというふうに思いますけれど

、 。も その辺をどのように考えておられるのか

あるいは、これはどこがやるのかわかりま

せんが、空港ビル、あるいは関係の団体にき

ちんとそういう要望をしていただきたいとい

うことですけれども、その辺の状況について

どういう認識を持っておられるのか、ひとつ

聞かせてください。

○髙田交通対策総室長 空港ビルディングの

リニューアルにつきまして、保安検査場の内

容あるいは場所をどうするかということにつ

きましては、空港ビルディングのほうで今中

心に考えているというところでございます

が、数をどうするかとか、場所をどう対応す

るのか、そういうことにつきまして、最終的

にこうするというようなところについて、私

ども今現在把握している、正式な形で受けて

おるものはございません。

私どもとしまして、確かに朝かなり並ぶと

いうような中で、今の現状だと土産物のカウ

ンターのほうまでずっと並んでいたりという

ようなことが見られるところでもございま

す。実際、利用者の利便性という観点から、

空港ビルなど関係者に対していろいろ話もし

ていきたいと思っております。
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○大西一史委員 このレイアウトの問題も、

せっかくこれ耐震強度不足の解消とか、チケ

ットロビーの狭隘化の解消とか、ビル関係で

書いてありますけれども、こういう部分に関

して検討されるんであれば、こういう保安検

査場あたりの位置関係、今こっち側の３番、

４番ゲートというんですか、もうちょっと真

ん中ぐらいにして、両方を各航空会社が入り

やすいようにするとか、何か少し工夫をした

ほうがいいのではないかなというふうに思い

ます。

それから人の流れ、動線というのをしっか

り考えていただきたいというふうに思います

ので、これは要望としておきますので、また

空港ビルディング、あるいは関係航空会社等

々と連携をとって考えていただきたいという

ふうに思います。

それと、せっかく空港ビルディングを改修

するのであれば、ＵＤ化あたりもしっかり、

ＵＤも最近余り聞かなくなりましたけれど

も、ユニバーサルデザイン化をしっかり、や

っぱり古い建物ですから、その辺がまだまだ

かなという部分は一部ありますので、その辺

をやっていただきたい。

あと要望をするとすれば、空港レストラン

の食事あたりも余りおいしくないですね、正

直言うて。正直言っておいしくない。申しわ

けないけど、僕は嫌われると思うけれども、

余りあれですけど、正直言って利用者サイド

に立てば、もう少しその辺のテナントも含め

てよく考えてみたほうがいいんじゃないかな

と思いますので、要望としては以上申し上げ

ておきます。

それともう１点、この空港に関係して、駐

車場スペースとか、前面道路の混雑緩和とか

ということが今問題になっていますけれど

も、前にもこの委員会で指摘をさせていただ

きました。要は空港の前の駐車場ですね、あ

れについてもう少し利便性を高める、例えば

２階建てにするとかいろいろ、これは今現在

財団法人の空港環境整備協会が管理するとい

うふうなことでありますけれども、これに対

してしっかり要望してほしいということを前

言っていたんですけれども、その後どんなに

なりましたでしょうか。

○髙田交通対策総室長 空港の駐車場につき

まして、空港環境整備協会としましても、こ

のリニューアルのタイミングに合わせて検討

できないかと考えてはいるということではあ

ります。リニューアルの時期に合わせるよう

な形で何かできないか考えているとは聞いて

おりますが、具体的に２階建てが実現するか

どうかとか、そういったところにつきまして

は、まだやるということも聞いてはいないと

いうところでもございます。

我々としても、空港の前の駐車場、多くの

方が利用していただきたいというふうに思っ

ておりますので、引き続き協会に対してもい

ろいろ話をしていきたいと思っております。

○大西一史委員 今の答弁ですけれども、環

境整備協会と話をするのもいいんですけれど

も、どうも聞くところによると、これは国の

方針で考えておるのかどうなのかわかりませ

んが、この財団の空港環境整備協会あたりが

管理しているところを、例えば入札をして民

間のところを入れようというような話がどう

やら動きとしてあるようでありまして、そん

な話を聞いたことはありますか。

○髙田交通対策総室長 空港環境整備協会と

か国土交通省のほうで、国管理空港につきま

して駐車場、先生おっしゃるような形で検討

を中でやっているという話は聞いてはおりま

すが、結果どういう形になったということは

まだ聞いておりません。引き続き協会の中で

もどういうふうなことができるかというのを

検討している状況だと、私は理解しておると
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ころでございます。

○大西一史委員 ここの部分もどうもそうい

う動きがあるようですから、しっかりその辺

も押さえて、できるだけやっぱり、わざわざ

財団がこれを全部やる必要は私はないような

気がするんです。随分批判も多いですね。テ

レビ報道なんかでも、これは熊本じゃなくて

羽田とか、いろんなところの問題点を指摘す

る声があります。

髙田総室長の先輩方の天下り先になってお

るんじゃないかとか、そういうことを指摘す

る声もありますから、この辺についても動き

をしっかり見て、例えば地元の企業あたりが

管理できるとか、そうすればかなり利便性も

高まるんじゃないかなというふうに思います

ので、その点をよろしくお願いしたい。

すみません、ちょっと長くなりますが、も

う１つこれに関連していいですか。

それと同時に、前にも指摘したとおり周辺

の駐車場ですね、要はいっぱい看板が第２空

港線あたり、あるいはあっちの第１空港線と

いうか、あちらのほうから入ってきてもあり

ますけれども、空港周辺に民間の駐車場があ

ります。これについては違法状態のものがあ

るというふうに思いますけれども、農地法、

あるいは景観条例だとか、それから屋外広告

の違法のものというのがあると思いますが、

これはどのくらいありますか。

○船原都市計画課長 農地法、農振法及び都

市計画法に違反の状態になっております。そ

の駐車場の数等については、申しわけありま

せん、今ちょっと持ち合わせておりません。

○早川英明委員長 それでは、この点につい

ては整理して、先生のほうに報告してくださ

い。

○大西一史委員 まあ私というより委員の皆

さんにお知らせしていただきたいというふう

に思いますし、要は違法状態についてはやっ

ぱり放っておいてはいかぬと思うわけです。

ところが、現実的に利用している人がいると

いうことです。利用者サイドに立つと、それ

はやっぱり安くて、そしてビジネス利用の人

たちにすれば、要はそういったことがあると

いうのも助かるという部分もあるから、非常

に痛しかゆしのところがあるんです。

しかし、違法状態を行政として放っておく

というのはまずい。しっかりその辺は指導を

して、違法なものはやっぱり私は減らしてい

くしかないというふうに思いますし、だから

こそさっき言ったような空港の駐車場を、そ

れこそ合法的な駐車場を拡充するということ

が、私は何よりも重要なことだというふうに

思いますので、その点についてはこれ以上今

の段階で申し上げませんが、しっかり例えば

警告なり、それから違法状態を解消するよう

に、県としてはしっかり努めていただきたい

と思います。今後また委員会あるいは一般質

問あたりでも質問させていただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いしてお

きます。

○早川英明委員長 今のやつですけれども、

ここに私のほうから、空港管理について今の

交付金の実績が60億と出ていますね。これは

それぞれこの委員会で指摘があって、16年度

から徐々に政府に交付金をいただくような形

になりました。ずっと見てみますと17、18、

19と右肩上がりに少しずつ年度ごとに上がっ

てきました。でも、昨年実績を見てみますと

どーんとまた下がっています。県はどんな状

況でこんなになったのですか。

○髙田交通対策総室長 交付金につきまして

は、協会のほうから周辺の市町村・県に対し

まして、協会の交付金を使いたい、使用して

いろいろ環境対策など行いたいということで



- 22 -

募集を行っております。そして、基本的には

周辺の自治体からの申請の内容ということ

に、結果として交付実績というのが毎年変動

しているということでございます。

基本的に要求、今まで実際これに使いたい

という形で要望が認められているようなこと

でもありまして、その内容とか１件当たりの

額の大きさとか、そういったことにより実績

額に変動が見られるということでございま

す。

○早川英明委員長 ということは、その周辺

ではほぼそういう環境対策というのはできて

おるから、その要望がなかったということで

すか。

○髙田交通対策総室長 できている部分はあ

るかもしれませんし、また物の耐用年数だと

か、更新だとか、そういったことでたまたま

この20年度は少なかったとかというようなこ

とも考えられるかと思います。

○早川英明委員長 私からなんですけれど

も、市町村がそうだったとしても、県あたり

は当然その声は、今までの流れというのはわ

かっておられますから、県あたりでもう少し

増額の要求をされて、やっぱり前年度実績ぐ

らいまでは要求されたほうがよかったんじゃ

ないかなと私は思いましたもんですから、ぜ

ひひとつ21年度に向けましては、市町村がな

かっても、県はやっぱりそれなりの要望をさ

れたほうがいいんじゃないですか。

○髙田交通対策総室長 我々といたしまして

も、この事業で活用できるいろいろな案件と

いうのを見つけて、しっかり額をもらうよう

な形で頑張っていきたいと思います。

○早川英明委員長 要望しておきます。

○倉重剛委員 今、大西先生の空港周辺の駐

車場の問題について、ちょっと知識を得たい

もんだから聞きたいんだけども、違法性とは

何と何が違法なんですか。

○船原都市計画課長 農業振興地域の整備に

関する法律及び農地法、それと都市計画法､

以上３つの法律違反です。

○倉重剛委員 具体的にはどういうことです

か。例えば、建築法上だと屋根つきの駐車場

はいけないとか、そういう具体性があると思

う。それを具体的にちょっと教えてくれんで

すか。

○船原都市計画課長 建築が都市計画法違反

というのは、屋根をつけた建物を開発行為の

許可なしに建てているということです。

○倉重剛委員 開発行為は許可が必要だが、

その許可を受けていないということですか。

○船原都市計画課長 そういうことです。そ

れと、農振法、農地法違反というのは、その

地域はもちろん農振のための地域ということ

ですが、その点ができないところを転用して

いると、そういうことでございます。

○倉重剛委員 そうすると、各部にまたがり

ますね、各部に。いろんな。ちょっと追及す

るが、大変申しわけないけど、さっきいろい

、 。ろ言ったけれども 極めて野放しなんですね

昔からこの話はあるんです。どんどんどんど

ん増えているわけだ。それから、細川さんの

すばらしいのは景観条例をつくって、第２空

港線のほうはそういう対象が少ないのかと思

うんだけども、やっぱり景観上野放し状態に

なっておるのは事実なんです。それはなぜで

すか、なぜ野放しにやっていたのか。
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○船原都市計画課長 ただいま農政関係と土

木関係の各課で、その内容について協議をし

て、最善の策を今探っております。

○倉重剛委員 今まで長年にわたってやっ

て、今ようやくやろうとしているの。今まで

は全然ノータッチだった、その理由は何かと

聞いておる。

○船原都市計画課長 長年にわたって違法状

態ということで、それを解消すべくいろんな

検討をやってきておりますが、最終的には実

効あるものにするには、裁判を起こすとかい

うことをやらないと解決しないようでござい

ます。ただ、裁判をやっても勝つ見込みがな

いというふうなことで、今まで踏み切れてな

かったということでございます。

。 、○倉重剛委員 そうですか 裁判して負ける

では違法状態のものに対して裁判して負け

る、ちょっと僕の認識ではわからないんだけ

どね。

それと同時に、つくった人が勝ちだと、つ

くり得というか、それが野放し状態になって

いた。我々も過去にいろんな体験をしたこと

があるんだけれども、非常に問題点はどんど

んどんどん広がっているということです。そ

、 、 、れから 将来的ないろんな 例えば今新しく

工業地帯であるということで企業誘致あたり

もこっちの第２空港線のほうやるようになっ

ているんだけれども、しかし行政の怠慢とい

うことは言いたくはないけれども、やっぱり

野放し状態というのは怠慢じゃないんです

か。

しかし、ちょっと僕はびっくりしたんだけ

れども、裁判に負けるかもしれない、違法行

為に対して裁判してなぜ負けるのか、ちょっ

と僕はわからぬけれども。

○松永土木部長 実は、これ幾つかの法に関

連する関係で、実は景観条例で何らかの取り

締まりをしようかとした時期もございまし

た。そのときに、指導をするときに、景観条

例だけで指導してしまうと、ほかの法律的に

違反していることについてどうするのかと。

これは有機的につながっているものでござい

まして、どうしても一つのルールでもって解

決・指導できない部分がございました。

そういうことで、例えば景観だけの話でも

ない、では景観も横をにらみながらそういう

実際の指導ができなかった、そういうような

現実がございます。ですから、これはそれぞ

れ歩調を合わせて、それぞれの担当部署あわ

せて一定の方向を決めて、では農振法上はど

ういう整理にする、景観はどうする、開発行

為はどうするということの方向性を定めない

と、なかなか一歩が踏み出せないという状況

でございますので、先ほど都市計画課長が答

えましたように、どういうことでいこうとい

う足並みを今そろえているところでございま

すので、あと少し時間をいただければと思い

ます。

○倉重剛委員 今部長に一つ約束をしてほし

いんだけれども、やっぱり一歩を踏み出すと

いう状況を、県民の人たちにわかっていただ

くように何かの措置をやるということが。や

っぱり一歩を踏み出すのが遅いぐらいです

よ。野放し状態であったことは事実です。こ

れは正直に言って怠慢。したがって、そんな

姿勢をとらないと、やっぱり国際空港的なこ

とを目指す熊本空港の環境整備からいって

も、現在状態からいっても非常にマイナス点

が多いと思う。

もう一つ、これは最近ちょっと話が出てお

ったけれども、やっぱり空港の中のいろいろ

な正規な駐車場、料金が高過ぎる。高過ぎる

んだ。そういう交渉も今までやってきたかど

うかということなんだ。それはどうですか。
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○髙田交通対策総室長 現在、あそこの空港

の前の駐車場の料金ということにつきまして

下げることができないか、あるいは地価に応

じていろいろ割引だとか、そういったことが

できないかというのは、話をしているところ

でもございます。

○倉重剛委員 しているところだって。どう

するんですか。

○髙田交通対策総室長 まだどういった形に

なるということが決まっていないところでご

ざいますが、今まず割引ということができな

いものですから、今空港環境整備協会ととも

に社会実験という位置づけでの値下げという

ことでやっていきたいというふうに思ってお

ります。

そうしたことを検証して、一体となってさ

らに恒常的に値下げということでやっていき

たいというふうに思っております。まだ現時

点で幾らという形で決まっているわけではご

ざいませんが、その方向で頑張っていきたい

と思います。

○倉重剛委員 部長、今だから言っておくけ

ども、次の委員会、おれがいるかどうかわか

らないけれども、できるだけ早く進捗状態を

この委員会で示してください。お願いしてお

きます。特に、駐車場の問題は大事な問題で

すから。これはいいですから。

○早川英明委員長 今の件につきましては、

きょうで本年度の委員会は終わりですが、新

年度に向けてやっぱり何らかの方向づけをぜ

ひひとつやってください。

○小杉直委員 今、先生方の御意見は十分理

解できるし、違法状態についてはそれは是正

せにゃいかぬというのは、私もそういう思い

を持っておるのですが、２点お尋ねします。

県民等の関係者から、駐車場に対してそう

いう違法性があるとか、あるいは困っておる

とか、そういう苦情が県に来ておるかどうか

が１つ。

、 、話聞いておると マスコミもおらるるけん

誤解なかごつしてもらわぬといかぬけれど

も、全部が違法なのか、一部が違法なのか、

そこんところの見きわめの方向性というか認

識はどうですか。

２点お伺いします。

○松永土木部長 先ほども申しましたが、も

う既に関係機関と情報交換をやって、農振上

はたしか３件か４件かだったと思いますが、

そういう情報交換をやっています。開発行為

上建築許可としてどうなのかということも大

体調べております。

申しわけございません、個別には持ってお

りませんが、全部同じような状況ではござい

ません。

○小杉直委員 やっぱりこれだけ世の中の経

済が厳しい、失業者もふえておる時代ですか

ら、長い間あれで生計を立てたり、あるいは

利用しておる方もおられるわけですから、全

体的に違法だというような誤ったイメージに

ならないように、そこのところは区分して、

誤解のないような慎重な取り扱いを要望して

おきます。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

○倉重剛委員 ほとんどの方は思っていらっ

しゃると思うんだけれども、最近駅前が非常

にきれいになりました。確かに新幹線が目の

前に供用開始になるからという、そういう運

気が駅前広場に今網羅されております。ここ

らはやっぱり一般市民の目にも力強く映るん

じゃないかなという気がいたします。

それから、ここでもきょう報告があってお
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るけれども、合同庁舎あたりも着工された20

何年か、24年、21年にはＡ棟、Ｂ棟完成する

ということ。やっぱり地域の発展、それから

将来の何というか発展性というのは、その核

づくりという、何か核がないと発展していか

ない。だから西部の開発、西のほうの開発と

いうのは随分うたわれてきた。いろんな条件

があるので発展しなかった意見もあるんです

けれども、一つの変革は大きく当たらないと

思うんです。

だから、細川県政のとき新幹線問題取り上

げたときに、一番最初打ち上げたのは、駅中

心の副都心構想というのを言ったんです。最

近のデータに副都心のことは一言も載ってい

ない。まず聞きたいんだけれども、副都心と

いうのは今生きているの。いい悪いは別問題

ですよ。生きているんですか。

○内田熊本都市圏振興室長 副都心というこ

とにつきましては、平成17年６月に、県・市

で熊本駅周辺地域整備基本計画というのを策

定いたしました。その中で将来像として「出

会いとふれあいの副都心」ということを入れ

まして、都心部が熊本城中心ですから、熊本

駅周辺は副都心として整備していこうという

、 。ことで 副都心ということは生きております

○倉重剛委員 ということは、最近の表現の

中には全然出てこないんだ。そこら辺をもっ

と説明しないと一般市民の方々はわからない

んです、本当に内容的なことは。だから、や

っぱり行政的な形で啓蒙啓発をやっていかな

いと、そして私は副都心というのは実は反対

なんです、正直言うと。中心街1.7キロしか

ないところに副都心なんかあるかというの

は、おれの地盤なんだけれども、まあいいじ

ゃないですか、西のほうの発展につながると

いうことは。

だから、そういうことで、やっぱりいろん

なチャンスをとらえて皆さん方にＰＲ・宣伝

していただきたい。大体熊本県はＰＲ下手な

んです、正直言って。特に観光面もそうです

ね。だから、ぜひそこら辺の感覚を持ってい

。 、 、てほしい 確かに なんだかんだやった時代

細川県政時代やってきていて、以来副都心と

いう言葉がひとり歩きはしないけれども、最

近全く文書も出てこないということで指摘を

しておきたいというふうに思います。

それから、ついでながら申し上げるけれど

も、立派な広場ができるですね。普通一般的

にはああいう駅周辺というのは、西側、東側

とか、北側、南側という表現でやりますけれ

、 、ども 何か広場のイメージをつくろうという

ネーミングをつくろうなんていう構想が何か

あるんですか。これちょっと知らないので聞

きたいんだけれども。

○内田熊本都市圏振興室長 まことに申しわ

けございませんけども、駅前広場のネーミン

グについてはまだ議論はしておりませんが、

東西の出口につきましては、トップ会議など

におきまして、名称を募集してやっていこう

という話はしております。

○倉重剛委員 何か「ふれあいの副都心」と

いうネーミングが出ているんですね、イメー

ジ出ているんだから、そういうふうに一貫し

て取り組むこともぜひ頑張っていただきたい

なというふうに実は思います。

それから、裏には万日山、花岡山がありま

すね。ここら辺の活用というか、そこらにつ

いてはどうですか。どんなふうにやっていこ

うと思いますか。

○内田熊本都市圏振興室長 先ほど言いまし

た基本計画の中でも、万日山につきましては

アメニティー軸の軸線上に続けておるという

ことで、熊本が森の都ということで、熊本駅

におり立った方が最初に見るのが万日山と位

置づけております。万日山につきましては、
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今年度の補正予算で散策路等の整備をやって

いこうということで考えております。

○倉重剛委員 そういうことで、総合的に目

の前にできた新幹線を活用し、駅前も非常に

きれいになっていこうとしているというとき

に、やっぱり動線、積極的なＰＲと、それを

活用しなければ、死んでしまったら西の方の

開発もなにもつながっていかないわけですか

ら、ぜひひとつそういう面を頑張っていただ

きたいということを、要望としてお願いして

おきます。

以上です。

○早川英明委員長 ほかにありませんか。

○鎌田聡委員 済みません、駅の関係が出ま

、 、したので ちょっと教えていただきたいのが

新幹線の駅がたしか建設開始したと思います

が、そこから、玄関口が多分東口ということ

を考えていらっしゃると思いますけれども、

新幹線駅から東口駅前広場までのつなぎは地

下道でやるんですか。

○佐藤新幹線都市整備課長 新幹線駅ができ

ましてこっち側に、東側については駅前広場

は暫定整備をしますのですけれども、新幹線

から駅前広場までは地下通路でつなぐように

なっております。

○鎌田聡委員 では、新幹線の駅が多分２階

ですね、高架で来ますから。そこから地下１

階まで降ろすということ。そこから地下道を

ずっと通ってもらって、また地上１階まで上

げて東口に出ていくということですね。

○佐藤新幹線都市整備課長 今おっしゃられ

たとおりでございます。行ったら、新幹線の

駅から地下におりまして、そこから地下通路

を通って駅広に出てくるというふうな形で

す。今申し上げましたのは、暫定整備の期間

中ですので、完成して全部でき上がってしま

った後は、下は１階でそのまま通れるように

なっております。

○鎌田聡委員 ６年間はそういった状況で、

地下道を２階から地下までおりて歩かぬとい

かぬということになると思いますが、その地

下道を歩く距離、新幹線ができれば特急がな

くなると思いますが、そのレールが２～３本

外れると思うです、今５本ぐらいあるのが。

その分の距離は短くなるんですか。

○佐藤新幹線都市整備課長 今の計画です

と、地下通路の延長は約60メーターというふ

うになっております。幅が８メーターぐらい

地下通路になります。

○鎌田聡委員 現在のレールはそのままです

。 。ね 掘ったままの地下道路ということですね

○佐藤新幹線都市整備課長 そうです。

○鎌田聡委員 ６年間、地下通路60メーター

という距離がありますでしょう、先ほど出ま

したように。西口からのアクセスでも、しば

らく６年間は考えておったほうが、つなぎの

交通アクセスですよ、おり立った後次の交通

手段まで移動する間のやっぱり距離というの

がありますので、少しそういった西口をうま

く活用して、西から今度すぐ道路ができるわ

けですね、熊本市が施工する道路があるでし

ょう、駅南線とか。だからしゃんむりでん東

に人を移動させぬでも、西からすぐ車とかバ

スは表のほうに出れますので、その辺の考え

はないのですか。

○佐藤新幹線都市整備課長 西側につきまし

ては今区画整理が行われておりますけれど

も、その外周に市道が通ります。そういうふ
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うなものを利用してアクセスになると思いま

す。

○鎌田聡委員 ですから、東口にいろいろ長

距離バスだとか路線バスだとか離れています

けれども、そういった停留所を集めようとさ

れていますので、その６年間は少し西口にも

そういった機能をつけておかないと、おり立

った後60メーター行った後、その後に何十メ

ーターか行ってバスに乗らなんという状況が

６年間続きますので、そこは少し考えていっ

ておったほうが、来られた方の利便性を考え

た場合に、それが必要じゃないのでしょうか

という話です。

○佐藤新幹線都市整備課長 各バスの停留所

間につきましては、これまでトップ会議等で

議論していただいて、そして一応今のような

形に計画されているというふうなことでござ

います。

○鎌田聡委員 まあトップの判断がそんなら

あれですけれども、やっぱりおり立った後の

アクセスですね、わざわざ東まで出らぬでも

西からすぐバスに乗れるので、そういったこ

とを６年間やることも考えるべきじゃないで

すかと、そんなふうに私は思っておりますの

で、ぜひその辺も踏まえて、その６年間の暫

定形の中でのどういったやり方がいいのかを

考えていただきたいと思います。

○内田熊本都市圏振興室長 今のところの考

えといたしましては、西側は路線バスと観光

、 。バス 団体バスを置くという計画になります

東側が、現在の市電並びに路線バスがすべて

東側にあります。ということは、今委員おっ

しゃったことも検討する必要があるかもしれ

ませんけれども、開業時におきましては東側

に、地下通路を通って乗りつぎをするという

ふうな考え方でございます。それにつきまし

てはやっぱり案内を十分やっていかにゃいか

ぬというふうには考えております。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。

なければ、質疑はこれで終了しますよ。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○早川英明委員長 それでは、ほかになけれ

ばこれで質疑は終了いたします。

次に、議題（２）閉会中の継続審査につい

てお諮りいたします。

本委員会に付託の調査事件につきまして

は、審査未了のため次期定例会まで本委員会

を存続して審査する旨、議長に申し出ること

としてよろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○早川英明委員長 それでは、異議なしと認

めます。それでは、そのようにさせていただ

きます。

その他に何か。

○小杉直委員 ３部長がお見えですから、地

域振興部長、土木部長、交通部長、例によっ

て駅前交番の件。

本年度の委員会はこれが最後ですから確認

しておきますが、３部で今まで協議をなさっ

て、大体の場所を決めつつあるというふうに

聞いておりますが、もともといい場所にあっ

たわけですな。ところが、新幹線ができると

いうことで、古い横の庁舎に引き込んで、小

さなボックスに何か受け付け的なところが今

あっておるわけですが、いよいよ２年後に新

幹線できますが、安心、安全の県民のよりど

ころといいますか、あるいは県外観光客に安

全、安心の拠点、しかも熊本の県庁所在地の

玄関口ですから、そこでどういうふうな場所

に駅前交番を持ってくるか、どの程度まで進

んでおりますか、土木部長。

○松永土木部長 23年春の新幹線開業を控え

まして、早急に場所をまず確定しなければい
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けないなと思っておりまして、それに向けて

関係課でずっと今まで協議をしてきたところ

です。

どういうものにするかということで、春日

地区の地域の交番としての機能を強化すると

いうようなお話もございましたし、実は１月

30日に県警のほうの生活安全部長さん、それ

から行政側から小宮部長、私、それぞれ関係

するところが集まりまして、最終的な結論に

達しております。これは南Ａ地区の交通広場

を移転先としましょうということで、まず場

所についてはそういうことで合意に達してお

ります。

今後は、そこの場所をどういうふうに活用

して、どういうものをつくっていくかという

のは、今後県警のほうで案を出された上でま

た協議するということになろうかと思います

が、現段階では場所だけはここにつくろうと

いうことの合意に達したという状況でござい

ます。

○小杉直委員 これは向かって左側。

○松永土木部長 駅から出ますと右側になり

ます。

○小杉直委員 交通部長、主管部長と違うか

もしれませんが、今土木部長の説明にはどう

ですか、御感想。反論とか、納得とか、渋々

とか意見ありますか （笑声）。

○北里交通部長 ただ今の件は、土木部長の

回答のとおり、生活安全部のほうから私のほ

うもそういう説明を聞いております。

○小杉直委員 ほんなら、それで承諾という

ことで。

○北里交通部長 ということで聞いておりま

す。

○小杉直委員 そうですか。

小宮部長、相当長期間私からいろいろ駅前

交番については要望を受けてきたわけです

が、今土木部長と交通部長の話聞いて、それ

でおたくもオーケーということで進んでいた

だけますか。

○小宮地域振興部長 駅前の交番の件に関し

ましては、まさに玄関口、安心、安全な熊本

を象徴する意味での交番、そういう機能もあ

、 、わせた交番ということで 私としても重要性

この委員会でもいろいろいただいて認識して

いるところでございます。

今回、土木部それから県警の生活安全部と

も断定形として完成形に至るまでの場所、こ

れにつきましては訪れる方、地元の方、そし

て逆に警察のほうからも広場が見渡せる、そ

れぞれのいろんなニーズにこたえられる場所

ということで、最終的に先ほど土木部長が申

し上げた場所でいこうということで合意に至

りましたことは、私としてもまた将来に向け

て楽しみな気持ちでございます。

今後は、まさにその他の駅前広場の機能と

あわせて、それぞれが最大限一体となって機

能が発揮できるような形で、細部を進めてい

きたいと思っております。

○小杉直委員 それでは、２年後に新幹線が

開通して、観光を含め経済浮揚の起爆剤と新

幹線をせぬといかぬわけですが、その根底に

は、熊本は治安がいいなと、安全、安心だな

ということが非常に大事ですから、今３部長

がおっしゃった方向でぜひ私たちが安心、満

足するような形の交番をつくっていただくよ

うに要望しておきます。

以上です。

○早川英明委員長 ほかにございませんか。
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○早田順一委員 今の交番の件ですけれど、

新玉名駅には交番はできるんですか。

○早川英明委員長 わかりませんか。

○早田順一委員 いいです、わからんばいい

です。常任委員会で （笑声）。

○早川英明委員長 それでは、本年度最後の

委員会でありますので、私のほうから一言ご

あいさつをさせていただきたいというふうに

存じます。

本委員会におきましては、九州新幹線鹿児

島ルートに関する件及び高速交通体系に関す

る件についての審議を行ってまいりました

が、委員の先生方には熱心な御審議、貴重な

御意見を賜り、おかげさまをもちまして中村

副委員長の御協力のもと、円滑な委員会運営

を行うことができました。まことにありがと

うございました。

いずれにいたしましても、九州新幹線鹿児

島ルートの全線開業を２年後に控え、新幹線

の駅周辺整備や交通アクセスの整備、阿蘇く

まもと空港の拠点化など、まだまだ課題が山

積をしているようであります。今後の審議に

御期待を申し上げる次第であります。

委員の皆さん方並びに執行部の皆さん方に

は、１年間大変お世話になりました。本当に

ありがとうございました。

これをもちまして、本日の委員会を終わり

たいというふうに思います。お疲れでした。

（拍手）

午後零時４分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

新幹線及び高速交通対策特別委員会委員長


